
平成２５年３月２２日

教育アドバイザーを利用される皆様

（公財）新潟教育会

教育アドバイザー派遣にかかる経費負担の原則変更について

平成２４年度までは，経費負担を次のようにしてきました。

◎原則として利用団体の経費負担は無料とする。

◎同一団体による 回以上の派遣申請には， 万円を上限として，教育研究所が3 2

経費を負担する。

しかし，平成２４年６月１日付で，新潟教育会は公益財団法人として認定され，予算の

範囲内でできるだけ多くの人たちに利用していただけるよう事業推進に努力することが求

められました。

つきましては，この観点から教育アドバイザー派遣事業を見直し，平成２５年４月１日

より，アドバイザー活動にかかる経費（交通費の実費・謝礼等）負担の原則を次のように

変更することとしました。

① すべての利用団体に，初めの 1 回分だけ派遣経費の負担を無料とする。

② ２回目以降の派遣経費は，利用団体の負担とする。

なにとぞ事情をご理解いただき，教育アドバイザーをご利用くださいますようお願い申

し上げます。


